
 
 
 
 国の動向                    
１ 国の動向 

  犯罪被害者等施策推進会議では、令和５年 6月 6日に、「犯罪被害者等施策の一層の 

 推進について」と題した以下の取組を実施することを決定している。 

   〇 犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する検討 

   〇 犯罪被害者等支援弁護士制度の創設 

   〇 国における司令塔機能の強化 

   〇 地方における途切れない支援の提供体制の強化 

   〇 犯罪被害者等のための制度の拡充等 

２ 取組の推進状況   

  

   

  

 

 

【出典：警察庁犯罪被害者等施策推進会議 第 18回配付資料から抜粋】 
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